
◇白色申告の場合

保存期間

７年

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿） 5年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

○対象者：ご自身で経費等計算が不安な方（医療費控除等の計算も含みます）

☆医療費控除の計算をご自身でされる方へ☆

○会　場：役場第２会議室または第３会議室
　　　　　※ご来庁の際は、税務課窓口へお声がけください。

医療費につきましては、領収書を人ごとに分けた後、さらに病院や薬局ごとに分けてそれぞれ
計算をお願いいたします。
詳しくは役場ホームページに掲載されている医療費控除の明細書【内訳書】をご覧ください。

保存が必要なもの

帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿（法廷帳簿）

書類 5年業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品
書、送り状、領収書などの書類

○用意するもの：当用紙・売上が分かる書類・経費として支払った領収書や
　　　　　　　　 　レシート(お店ごとではなく裏面の項目ごとに分ける必要が
　　　            　    あります。)・病院から発行された領収書など
　　　　　　　 　※事前計算会で給与支払報告書を作成および提出される場合は
　　　　　　　　　 給与を支払った方(給与所得者)の住所(番地まで)・生年月日・
                            個人番号が分かる書類も必ずご持参ください。

　　　令和７年分所得申告相談に向けた

経費等事前計算会開催のお知らせ

　田子町では、令和７年分所得申告相談を２月１３日から実施いたします。

　そのため、申告する際に必要な農業や営業の収入、経費、医療費控除
等の計算が不安な方向けに、今年も事前計算会を以下のとおり実施いた
しますので、ご予約のうえ是非ご利用ください。

　なお、昨年と同様に申告期間中は所得申告会場内での経費等
の計算受付は停止させていただきます。

―――――――――――　日程　―――――――――――

○期　間：令和８年１月１３日（火）～２月６日（金）（土日祝日は除きます）

　　　　　午前９時～１１時　午後１時～４時

○申込方法：混雑回避のため、あらかじめ希望日前日の正午までに
　　　　　　役場税務課へお電話でご予約をお願いいたします。
　　　　　 ※ご予約状況により、ご希望に添えかねることもございます。
       　 　  　 　ご予約をされていない状態で来庁された場合、その日にご案内が
                       できない場合もございますのでご了承ください。
                       計算受付最終日付近は早めに予約が埋まる可能性がございます。

所得申告相談期間を迎える前に経

費等の計算をしておきましょう！

ご予約・お問い合わせ先

田子町役場 税務課税務グループ

TEL：０１７９－２０－７１１２（直通）

（開庁時間 ８時１５分～１７時）

今年の確定申告もマイナンバーが必要になります。所得申告相談

には必ずマイナンバーカードをご持参ください。

※個人番号を書いたメモでは受付できませんのでご注意ください。

記帳や帳簿などの保存の必要性
１年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引

の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。



面積 販売金額 自家消費分  ※助成金等

ａ 円
飯米

円 ■牛(子牛) 頭 円 中山間事業 円 円

ａ 円 円 ■牛(肉用牛) 頭 円 経営所得安定対策 円 円

ａ 円 円 ａ 円 農業共済金 円 円

ａ 円 円 ａ 円 土地改良費 円 円

ａ 円 円 円 円

農業の販売金額には消費税額 も一緒に加えて計算してください。 ※新型コロナウイルスの持続化給付金も助成金等の収入申告対象となります。

雇人費・手間取り 小作料・賃借料 減価償却費20万円超の建物修繕も ■畜産■素畜費 ■畜産■飼料代
　子牛購入代金や種付料

計 円 計 円 計 円 計 円 計 円

租税公課（軽自・固定など） 種苗費 肥料代 農具代　★10万円以下が目安 農薬代 衛生費
家庭分を除く 　種モミ・野菜の種子・苗など 　全ての店の分を合計する 　全ての店の分を合計する

計 円 計 円 計 円 計 円 計 円

燃料代 動力光熱費Ⅰ　 電気代 動力光熱費Ⅱ　 水道代 動力光熱費Ⅲ　 ★動力光熱費 《たばこ組合経費》
家庭分を除く 家庭分を除く 家庭分を除く Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

計 円 計 円 計 円 ⇒ --- --- --- --- --- --- --- 円 計 円

その他 諸材料費 修繕費 作業用衣料費 荷造運賃手数料
　ビニールマルチ・針金・出荷箱など 　作業服・長靴・ヤッケ・手袋 など

計 円 計 円 計 円 計 円

田植・稲刈 乾燥・精米 廃プラ代 ＣＡ冷蔵庫代

計 円 計 円 計 円 計 円 計 円

収入

たばこ組合から届く緑色の精算集計書の収入額所得計
の税込金額が申告に使う販売金額・収入額雑所得計の
税込み金額が葉たばこ雑所得の販売金額となります。

農
業
収
入

作付品種 作付品種 面積等 販売金額

　家畜等のエサ代・
　ふすま・牧草など

経費   ▲注意！▲

令和８年の申
告に使える領
収書の日付は
令和７ (2025)
年1月1日～令
和７ (2025)年
12月31日まで
の分となりま
す。

水稲（米）

にんにく

葉たばこ

葉たばこ雑所得

㋣へ
スコップ・ナイフ・一輪車・草刈機 など

⑧へ ⑨へ ⑩へ ㋩へ ㋭へ
給与支払報告書を書いた分だけが経費 田畑や小屋などを借りた時に払うお金 　ビニルハウス・作業小屋・トラクタなど

　☆品目・新規購入年月・本体額が必要。

㋑へ ㋺へ ㋥へ ㋬へ

㋵～㋞へ ㋵～㋞へ ㋵～㋞へ

㋦へ
種類別に分類しない場合は精算集計書の控除合
計欄。但し、ジュース等は除く。

㋠へ ㋷へ ㋸へ ㋻へ 雑費（この用紙にない項目）　㋡へ
 ◎資材の経費を分類できない場合、全額
を「◎◎商店分」でＯＫ！！

　車検や整備点検・オイル交換・車や
　農機具の修理・建物の低額な修復など

農協や市場への出荷手数料の年間合計

㋵～㋞へ


